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８ 金融関係 

 ア 金融横断分野 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①金融分野に

おける競争

政策の一層

の推進 

（金融庁） 

金融庁においても、競争政策の推進という観点

から金融分野の法制の在り方及びその運用につ

いて点検をし、必要な措置を講ずる。 

また、競争政策を進める上で、エンフォースメ

ント（ルールの実効性の確保）の見直し・強化も

併せて検討し、必要な措置を講ずる。 

 

計画・金

融ア① 

措置済   

②銀行・証券の

ファイアー

ウォール規

制の見直し 

（金融庁） 

銀行・証券に係る現行のファイアーウォール規

制については、我が国金融機関の国際競争力、顧

客ニーズへの対応、効率的な業務運営、総合リス

ク管理等の観点とともに、諸外国における制度

や、利益相反の防止策等、顧客保護の観点等にも

十分配慮しながら、適切なものとなるよう、例え

ば以下の事項について必要な検討を行う。 

重点・金

融（１）

③ 〔 計

画・金融

ア②〕 

 

 

検討  

 ａ 発行体向けクロスマーケティング規制の見

直し 

  顧客ニーズへの対応、我が国金融機関の国際

競争力、効率的な業務運営、諸外国における制

度等の観点から、一方で銀行等の優越的地位の

濫用、銀行と投資家との間の利益相反関係、証

券会社の引受審査態勢の強化との関係といっ

た観点も踏まえつつ、検討を行う。 

 検討  

 ｂ 銀行と証券の役職員兼職規制の見直し 

  我が国と比較して緩やかな規制となってい

る米国の事例も参考にしつつ、緩和について検

討する。 

 

 結論・措

置 

 

 ｃ 顧客の非公開情報の授受制限の見直し 

  グループ全体としての効率的な戦略構築、国

際競争力の観点等から、海外の事例も参考にし

つつ、顧客の非公開情報の授受制限の緩和につ

いて検討する。 

 

 

検討 

結論・措

置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

また、銀行・証券のファイアーウォール規制の

在り方の検討内容等を踏まえ、例えば以下の事項

について必要な見直しを行う。 

 

  検討   

ｄ 持株会社・グループ内における子会社等の顧

客情報の取扱明確化 

自己の情報をコントロールしたいという顧

客の利益を的確に反映できるような措置、その

他の弊害防止措置に留意しつつ、どのような

形、あるいは、どのような範囲で、持株会社や

他のグループ企業がより幅広く顧客情報を共

有でき得るものなのか検討する。 

  検討  

③包括的な消

費者信用法

制の整備 

（経済産業省、

金融庁） 

消費者信用分野においては、消費者金融制度と

の整合性も視野に入れながら販売信用制度に係

る具体的な法制整備を進め、中期的には、関係省

庁が連携の上、各業態等における取引実態等を踏

まえた上で、共通化すべき事項等について法制の

統一を行うこと等につき、検討を行う。 

計画・金

融ア③ 

検討 検討  

ａ 金融コングロマリット化のメリットの実現

や、円滑な再編・統合等に向けた当面の措置と

して、業務に係るリスクの質・量やそのマネジ

メント能力等に応じて個別に特定の業務を認

めるような法的枠組みを作ることを含め、銀行

グループの業務範囲規制の一層の緩和を行う。

重点・金

融（１）

② 

検討 結論・措

置 

 ④金融の業務

範囲規制及

び金融コン

グロマリッ

ト規制・監督

態勢の見直

し 

（金融庁） ｂ 利用者利便の向上や国際競争力強化の実現

等に向けて、金融コングロマリットの業務範囲

をより一層弾力的に拡大できる方向で、業務範

囲規制の基準について検討を進めるべきであ

る。さらに、その他金融コングロマリットの競

争力強化に資する法的整備や金融コングロマ

リットに対する望ましい監督態勢の確保につ

いての検討を進める。 

  検討  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑤業態間の相

互参入 

（金融庁） 

業態間の相互参入について、現行の持株会社方

式・子会社方式のほかに、ユニバーサルバンク方

式も視野において、中長期的に検討を行い、結論

を得たものから所要の措置を講ずるとともに、引

き続き検討を行う。 

計画・金

融ア④ 

平成19年度以降検討・結論

（結論を得たものから逐次

措置） 

ａ 我が国金融・資本市場の国際競争力強化の観

点から規制をより改善していくために、ルー

ル・ベース、プリンシプル・ベース規制の最適

な組み合わせに向けた総合的検討を行うと同

時に、自主規制機能と金融当局による監督との

適切な役割分担の検討を進め、さらに、金融監

督行政のエンフォースメントの明確性・透明性

の向上へ向けた様々な方策についても検討を

行う。 

重点・金

融（１）

① 

検討 検討  ⑥金融規制・監

督手法の見

直し 

（金融庁） 

ｂ 特にホールセール分野、とりわけプロの投資

家のみが参加する分野の監督については、金融

イノベーションを通じた利用者利便の向上、国

際競争力の強化等の観点から可能な限り規制

を緩和するとともに、プリンシプル・ベースの

規制を活用するために、必要な検討を行う。 

 検討 検討  

⑦銀行・保険会

社本体にお

けるリース

業務の取扱

い 

（金融庁） 

銀行や保険会社の子会社・関連会社で取扱いが

認められているリース業務を、銀行・保険会社本

体において取扱いを認めることについての検討

を行う。 

重点・金

融（２）

② 

 検討  

 

 



- 232 - 

イ 預金取扱金融機関 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①銀行社債と

金融債の在

り方の見直

し 

（金融庁） 

平成13年度以降、長短分離制度の将来につい

て、また、長信銀等が発行する金融債と普通社債

との間の商品性の違いやイコールフッティング

の観点も踏まえつつ、銀行社債の商品性改善につ

いて検討が行われてきた。 

しかしながら、その後、会社法の施行に伴い、

社債について、売り出し発行が認められるなど、

銀行社債と金融債の商品性の違いが以前に比し

て縮小している。他方、完全民営化に向けた移行

期の政策金融機関や一部の金融機関では金融債

の発行が引き続き認められているという現状が

ある。 

したがって、こうした点を踏まえ、今後の政策

金融機関の完全民営化後の姿をめぐる議論や銀

行の資金調達ニーズ等も踏まえつつ、銀行社債と

金融債の将来的な在り方について検討する。  

計画・金

融イ① 

検討 検討  

②特定融資枠

契約(コミッ

トメント・ラ

イン契約)の

借主範囲の

拡大 

（法務省、金融

庁） 

 コミットメント・ライン契約に係る手数料が利

息制限法及び出資法上のみなし利息の適用除外

となる借主の範囲については、利息制限法及び出

資法の趣旨を踏まえつつ、中小企業(資本金３億

円以下)に加え、①地方公共団体、②独立行政法

人、③学校法人、④国立大学法人、⑤医療法人、

⑥共済組合、⑦消費生活協同組合、⑧市街地再開

発組合、⑨特別目的会社（金融商品取引業等に関

する内閣府令第40条及び第41条に定める有価証

券を発行する法人並びにそれに準ずる外国法人）

にも拡大することが可能かどうか検討する。 

 

計画・金

融イ② 

検討 検討  

③銀行の子会

社等による

法人向け債

権保証業務

の全面解禁 

（金融庁） 

グループとしてのリスク管理の適切性に留意

しつつ、グループ外の企業による事業性ローンに

対する保証業務の状況を注視することを含め、銀

行の子会社が営むことのできる業務として「グル

ープ内の事業性ローンに係る保証業務」の解禁を

検討する。 

 

重点・金

融（２）

① 

検討 検討  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

④銀行の子会

社等が行う

リース業務

の範囲拡大 

（金融庁） 

銀行の子会社・関連会社等の営むリース業務に

ついて、中古物件の売買・メンテナンスをリース

業務の一環として、より柔軟に認める。 

重点・金

融（２）

② 

検討 結論・措

置 

 

⑤銀行等によ

る投資助言

業務の解禁 

（金融庁） 

顧客利便性の向上、金融サービスの質の向上等

の観点から、銀行等に投資助言業務を解禁する。

重点・金

融（２）

③ 

検討 結論・措

置 

 

⑥銀行本体に

よる京都メ

カニズムク

レジット等

の売買業務

の解禁 

（金融庁） 

算定割当量（地球温暖化対策の推進に関する法

律（平成10年法律第117号）第２条第６項に規定

する算定割当量その他これに類似するものをい

う。）（「京都メカニズムクレジット等」）について

は、その管理に伴うリスクが明確になること等を

前提に、銀行本体による売買業務を解禁する。 

重点・金

融（２）

④ 

検討 結論・措

置 

 

⑦銀行等の営

業所の設置

等に関する

事前届出制

度の見直し 

（金融庁） 

機動的な店舗運営の実現と業務効率化の観点

から、例えば、事前届出制から事後届出制へ変更

するなど監督上支障のない範囲で見直す。 

重点・金

融（２）

⑤、別表

２－８ 

検討 結論・措

置 

 

⑧企業再生に

伴う銀行等

の議決権取

得制限の緩

和 

（金融庁） 

合理的な経営改善計画に基づき株式等を取得

する場合等は、「銀行等に対する債務を消滅させ

るために行うもの」に限定せず、それを伴う増資

引受等の資本増強策のケースも含めて５％を超

えて取得することを認める。 

重点・金

融（２）

⑥ 

検討 結論・措

置 

 

⑨銀行代理業

の許可申請

書の記載内

容変更届出

書に関する

規制緩和 

（金融庁） 

 

例えば、銀行代理業者の「子法人等」・「親法人

等」・「親法人等の子法人等」の「代表者」の記載

を不要とするなど、監督上支障のない範囲で許可

申請書の記載内容を簡素化する。 

重点・金

融（２）

⑦ 

検討 結論・措

置 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑩銀行監督上

求められる

決算関係報

告書類の重

複する報告

書類の見直

し 

（金融庁） 

決算関係報告書類のうち有価証券に関する内

容（決算状況表「有価証券等の状況」）について

は、市場リスク関連計数として決算関係報告とは

別に定期的に当局宛てに報告しているため、決算

状況表中｢有価証券等の状況｣報告を廃止する等、

銀行監督上求められる決算関係報告書類につい

て見直す。 

重点・金

融（２）

⑧、別表

２－９ 

検討 結論 措置 

⑪資産流動化

に際しての

信託宣言の

許容 

（法務省） 

資産流動化に際しての信託宣言の許容に関し

て検討し結論を得、所要の措置を講ずる。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

計画・金

融イ③ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑫更なる信託

スキームの

活用に資す

る商事（営

業）信託関連

法制の見直

し 

（金融庁、法務

省） 

更なる信託スキームの活用に資する商事（営

業）信託関連法制の見直しを行う。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

計画・金

融イ④ 

措置済

（９月

施行） 

 

  

⑬信託法第58

条の見直し 

（金融庁、法務

省） 

ＳＰＣ法の特定持分信託に関して、信託法第58

条の特例を設けることについて検討し結論を得

る。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

 

計画・金

融イ⑤ 

措置済

（９月

施行） 

 

  

⑭受益者の定

めのない信

託の実現 

（法務省） 

有効期間を超えて存続できないものとする等、

所要の規定を整備した上で、公益信託以外につい

ても受益者の定めのない信託を有効とする。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

 

計画・金

融イ⑥ 

措置済

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑮信託銀行が

行う公告に

おける電磁

的方法（イン

ターネット）

の利用 

（金融庁、法務

省） 

信託銀行が行う、貸付信託に係る信託契約の締

結時・信託約款の変更時の公告について、電磁的

方法（インターネット）の利用を可能にするため

の検討を行い、結論を得る。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

計画・金

融イ⑦ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑯信託契約代

理店に係る

財務局宛届

出等の緩和 

（金融庁） 

顧客の保護及び行政上の適正な監督等を担保

に支障のない範囲で信託契約代理店における届

出事項及びその添付書類等の見直しを行う。 

 

重点・金

融（２）

⑨、別表

２－10 

検討 結論・措

置 

 

⑰証券子会社

との弊害防

止措置の見

直し 

（金融庁） 

①証券会社の行為規制等に関する内閣府令（昭

和40年大蔵省令第60号）第12条第1項第2号におけ

る適用除外となる有価証券の範囲の点検、②非公

開情報の授受に係る内閣府令の点検、を実施す

る。 

【金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号）】 

計画・金

融イ⑧ 

一部措

置 

（９月

施行） 

結論・措

置 

 

⑱銀行子会社

に対する信

託兼営金融

機関が営む

併営業務の

契約締結代

理業務の解

禁 

（金融庁） 

信託兼営金融機関が営む併営業務を受託する

契約の締結の代理又は媒介について、銀行の付随

業務として認められていることから、子会社業務

範囲に含めることを検討する。 

【銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

（平成18年内閣府令第29号）】 

計画・金

融イ⑨ 

措置済   
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑲利益相反取

引の受益者

宛報告内容

の見直し 

（金融庁） 

個人情報保護法の趣旨に鑑み、信託契約におい

て定められた条件に基づく利益相反取引につい

ての受益者宛報告の内容について、多数の個人を

相手方とする定型的な貸付取引等における実態

やそのニーズを踏まえた上で、見直しを検討す

る。 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第108号）】 

計画・金

融イ⑩ 

措置済

（９月

施行） 

 

  

⑳貸金業者か

らの債権譲

受に伴う書

面交付義務

の緩和 

（金融庁） 

貸金業に係る規制に関する実態調査等を踏ま

えて、貸金業者からの債権譲受に伴う書面交付義

務の緩和の可能性について引き続き検討を行う。

計画・金

融イ⑪ 

検討 検討  

21信用保証協

会保証付債

権の譲渡に

係る規制緩

和 

（経済産業省） 

「再生審査会」の承認した案件の実績等をフォ

ローする等の方法により、措置の十分性の検討を

行うとともに、財政負担については慎重に判断を

行いつつ、追加施策の要否について、検討する。

計画・金

融イ⑫ 

検討 結論・措

置 

 

22信用保証協

会の保証対

象の拡大（Ｎ

ＰＯ法人に

対する資金

調達制度拡

充） 

（経済産業省） 

 特定非営利活動促進法（平成10年３月25日法律

第７号）に基づき設立される特定非営利活動法人

（ＮＰＯ法人）に対し、中小企業信用保険法の特

例を設け、一定の要件（農商工等連携支援事業に

限る）を満たす場合には、信用保証協会の保証を

適用可能とするよう所要の措置を講ずることと

する。 

別表２－

13、別表

５－1143

 措置  

23銀行等によ

る証券事故

処理のため

のいわゆる

「事故処理

分別口座」保

有の解禁 

（金融庁） 

証券取引法第65条の２第１項の登録を受けた

銀行等について、証券会社と同様に事故処理がで

きるよう検討し結論を得るとともに、以後速やか

に所要の措置を講ずる。 

【金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号】 

計画・金

融イ⑬ 

措置済

（９月

施行） 

  



- 237 - 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

24銀行等によ

る「ラップ口

座」契約締結

の代理の容

認 

（金融庁） 

銀行等による証券会社の「ラップ口座」の契約

締結の勧誘が認められた経緯や実態等を十分に

踏まえながら、銀行等による証券会社の「ラップ

口座」の契約締結の代理・媒介を認めることにつ

いて、証券取引法等の一部を改正する法律（平成

18年法律第65号）に基づき、政令・内閣府令等を

整備する中で結論を得るとともに、以後速やかに

所要の措置を講ずる。 

【銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令

（平成19年内閣府令第60号）】 

計画・金

融イ⑭ 

措置済

（９月

施行） 

  

25証券取引に

おける総合

口座貸越の

取扱いの見

直し 

（金融庁） 

利用者保護の徹底と利用者利便向上の観点を

比較衡量したうえで、また、現在の総合口座貸越

の利用実態も踏まえ、貸越金額に上限を設定する

ことをはじめとする一定の条件の下で、証券取引

における総合口座貸越を認めるか否かの検討を

行う。 

計画・金

融イ⑮ 

検討開

始 

結論  

26地方公共団

体に対する

指定金融機

関等の担保

提供義務の

在り方 

（総務省） 

地方公共団体に対する指定金融機関等の担保

提供を法令で義務付けることについて、その実態

や地方公共団体の意見等も踏まえ、その在り方に

ついて検討する。 

計画・金

融イ⑯ 

検討 結論  

27信託兼営金

融機関等に

対する信託

専門関連業

務子会社が

営む業務（信

託兼営金融

機関が本体

で営みうる

ものに限る）

の代理業務

の解禁 

（金融庁） 

信託兼営金融機関等において、信託専門関連業

務子会社が営む併営業務（信託兼営金融機関が本

体で営みうるものに限る）の代理業務を可能とす

べく、所要の措置を講じる。 

重点・金

融（２）

⑩、別表

２－１１

〔計画・

金 融 イ

⑰〕 

結論 措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

28協同組織金

融機関（信用

金庫・信用組

合）に関する

法制の見直

し 

（金融庁） 

協同組織金融機関（信用金庫・信用組合）が、

今後、我が国金融システムにおいてどのような役

割を果たしていくべきか、及びその役割を果たす

ために、例えば、員外取引制限や資金調達手段や

ガバナンスなど、業務及び組織の在り方につき、

総合的な視点から見直しを検討する。 

計画・金

融イ⑱ 

検討開

始 

検討  

29信用金庫等

による劣後

債の発行 

（金融庁） 

自己資本の充実を通じた経営基盤の強化を図

る観点から、協同組織金融制度の理念の範囲内で

の信用金庫等による劣後債の発行等の可否につ

いて検討する。 

計画・金

融イ⑲ 

検討 検討  

30信用金庫の

会員資格の

見直し 

（金融庁） 

信用金庫が地域経済において引き続きその役

割を発揮する観点から、信用金庫の会員資格の資

本金基準を引き上げることについて検討する。 

計画・金

融イ⑳ 

検討 検討  

31会員の法定

脱退事由の

拡大 

（金融庁） 

信用金庫について、協同組織としての性格を踏

まえつつ所在不明会員を法定脱退させるための

制度の創設が可能か、検討する。 

計画・金

融イ21 

検討 検討  

32 中小・地域

金融機関向

けの総合的

な監督指針

「その他の

付随業務」へ

の例示の追

加 

（金融庁） 

ノーアクションレター制度を活用した具体的

な事例を参照できるように監督指針を改正する。

【主要行等向けの総合的な監督指針Ⅴ

-3-2(3)(注3)、中小・地域金融機関向けの総合

的な監督指針Ⅲ-4-2(3)(注3)】 

計画・金

融イ22 

措置済   

33 信用保証業

務を営む子

会社の業務

範囲の拡大 

（金融庁、農林

水産省） 

信用事業を行う農業協同組合又は信用農業協

同組合連合会の子会社が事業性ローンに係る債

務保証業務を営むことができるようにする。その

際、経営の健全性の観点やリスク管理の適切性を

踏まえつつ、債務保証に関する他の制度との関連

について検証しながら慎重に検討する。 

 

計画・金

融イ23 

措置済

（３月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

34 農林中央金

庫の従たる

事務所の登

記事項の簡

素化 

（法務省、農林

水産省） 

農林中央金庫の従たる事務所の登記事項に関

して、会社法ならびに銀行法等と同様の簡素化を

図る。 

【一般社団法人及び一般財団法人に関する法律

等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政

令（平成19年政令第39号）】 

 

計画・金

融イ24 

措置済   
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ウ 金融商品取引業 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①金融サービ

ス（投資）法

制の横断化 

（金融庁） 

現行の証券取引法を金融商品取引法（いわゆる

「投資サービス法」）に改め、投資性の強い金融

商品を横断的にカバーできる投資者保護法制を

構築する。 

【「証券取引法等の一部を改正する法律（平成18

年法律第65号）」（金融商品取引法）】 

 

 

計画・金

融ウ① 

措置済

（９月

施行） 

  

②証券決済の

基盤整備の

ための国際

私法上の手

当て 

（法務省） 

間接保有証券取引の準拠法に関する条約の成

立を踏まえ、証券担保等の準拠法は、証券が物権

的性格であろうと、債権的性格であろうと、投資

家の権利が確認できる帳簿を有するカストディ

アン（証券を保管する業者）等の所在地の法によ

るとするなど、法例の特別規定を設けることにつ

いて引き続き法制審議会において検討し、結論を

得る。 

【「諮問第57号に関する審議結果報告」（平成20年

２月13日法制審議会総会）】 

 

計画・金

融ウ② 

措置済   

信託受益権につき有価証券を発行できるよう

にすることについて、所要の結論を得る。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

 

 

 

措置済

（９月

施行） 

  ③信託受益権

の有価証券

化及び振替

制度の対象

化 

（法務省・金融

庁） 

信託受益権につき有価証券を発行することが

可能であるとされた場合においては、振替制度の

対象とすることについて検討し、所要の結論を得

る。 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

 

計画・金

融ウ③ 

措置済 

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

株価指数先物取引の対象有価証券の範囲拡大

を含むデリバティブ取引の定義の見直しについ

て、所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成 18

年法律第65号）（金融商品取引法）】 

計画・金

融ウ④ 

措置済

（９月

施行） 

  ④有価証券指

数先物取引

の対象有価

証券の範囲

拡大 

（金融庁） 金融商品取引法の中でデリバティブ取引の定

義を見直しており、協同組織金融機関の発行する

優先出資証券についてもいわゆる指数先物取引

の対象有価証券とする。 

【証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年

法律第65号)（金融商品取引法）】 

 措置済

（９月

施行） 

  

⑤証券取引法

における「子

法人等」の定

義の改正 

（金融庁） 

証券取引法（昭和23年法律第25号）における

「子法人等」等と「財務諸表等の用語、様式及び

作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号）などその他の法令における「子会社」等の定

義の相違については、それぞれの規制の趣旨を踏

まえつつも均衡を図る観点から、証券取引法等の

一部を改正する法律（平成18年法律第65号）に

基づき、政令・内閣府令等を整備する中で規定す

ることについて結論を得るとともに、以後速やか

に所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年

法律第65号)（金融商品取引法）】 

計画・金

融ウ⑤ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑥証券取引法

上の適格機

関投資家の

範囲拡大 

（金融庁） 

「証券取引法第二条に規定する定義に関する

内閣府令」（平成５年大蔵省令第14号）第４条第

１項が規定する適格機関投資家については、同法

の金融商品取引法への改題など、これまでに実施

した措置による実情等を評価した上で、証券取引

法等の一部を改正する法律（平成18年法律第65

号）等に基づく政令・内閣府令等を整備する中で、

事業会社の適格機関投資家要件の緩和及び個人

投資家を適格機関投資家の範囲に加えることに

ついて結論を得るとともに、以後速やかに所要の

措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年

法律第65号)（金融商品取引法）】 

計画・金

融ウ⑥ 

措置済

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑦適格機関投

資家の申請

手続の緩和 

（金融庁） 

更なる届出期間の見直しについては、企業内容

等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する

内閣府令（平成16年内閣府令第91号）施行後の適

格機関投資家に係る届出の動向や適格機関投資

家になることを希望する者のニーズ等を踏まえ、

検討する。 

計画・金

融ウ⑦ 

検討 結論・措

置 

 

⑧ＳＰＣによ

る資産流動

化証券の発

行登録制度

の利用の容

認など有価

証券発行開

示に係る発

行登録制度

の見直し 

（金融庁） 

ＳＰＣによる資産流動化証券の発行登録制度

の利用の容認など有価証券発行開示に係る発行

登録制度の見直しを検討する。 

重点・金

融（３）

② 〔 計

画・金融

ウ⑧〕 

検討 検討  

⑨投資法人の

資金調達手

段の多様化 

（金融庁） 

一定の条件下で投資法人のＣＰの発行が可能

となるよう、所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

 

計画・金

融ウ⑨ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑩投資信託の

統合のため

の規定の整

備 

（金融庁） 

 

 

投資信託の統合について、投資家保護等に留意

しつつ、信託法の改正の議論を踏まえ、検討を行

い、結論を得る 

【信託法（平成18年法律第108号）】 

【信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関す

る法律（平成18年法律第109号）】 

 

計画・金

融ウ⑩ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑪有価証券報

告書の提出

義務の緩和 

（金融庁） 

かつて有価証券の募集を行い、その後長期間に

わたり有価証券を発行していない未上場・未登録

会社に係る有価証券報告書の提出免除要件の拡

大について、実態等を把握した上で結論を得、所

要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

計画・金

融ウ⑪ 

措置済

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑫外国で上場

されている

「外国投資

信託」「外国

投資証券」の

国内販売に

おける規制

緩和 

（金融庁） 

証券取引法の審議過程における議論を踏まえ

つつ、投資に係る専門的な知識、経験を十分に有

している適格機関投資家に売買を限定する場合

や、海外の市場に上場しているＥＴＦ（Exchange 

Traded Fund：株価指数連動型投資信託受益証券）

に限定する場合など、投資家・外国投資信託等の

投資商品等に一定の条件を付した上で、外国発行

者による事前届出義務及び運用報告書の交付義

務の在り方について、証券取引法等の一部を改正

する法律（平成18年法律第65号）に基づき、政令・

内閣府令等を整備する中で結論を得るとともに、

以後速やかに所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

【証券取引法等の一部を改正する法律及び証券

取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う

関係政令の整備等に関する政令（平成19年政令

第233号）】 

【投資信託及び投資法人に関する法律施行規則

等の一部を改正する内閣府令（平成19年内閣府

令第61号）】 

計画・金

融ウ⑫ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑬財産の効率

的運用に資

するインタ

ーナル・クロ

ス取引規制

の緩和 

（金融庁） 

投資運用を行う業者が、恣意性が入らないよう

一定の要件を基に限定的に行うインターナル・ク

ロス取引について、投資家保護の観点や他の法令

における同種の規制との整合性に留意しつつ、一

定の弊害防止措置を講じた上で、「あらかじめ個

別の取引ごとに双方の顧客の同意」を得るとの要

件を緩和するよう、証券取引法等の一部を改正す

る法律（平成18年法律第65号）に基づき、政令・

内閣府令等を整備する中で結論を得るとともに、

以後速やかに所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

【金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号）】 

計画・金

融ウ⑬ 

措置済

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

【金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針

（平成19年8月）】 

⑭勧告・告発と

いった証券

取引等監視

委員会の有

する権能の

一層の活用 

（金融庁） 

 委員会は、勧告、告発に向けて、その取組を強

化することにより、市場におけるルール違反には

厳格に対処するという姿勢を明らかにする必要

がある。 

その際には、一般投資者等からの情報の収集の

強化、証券業協会や証券取引所といった自主規制

機関との連携の強化、民間のノウハウの活用を図

る。 

その他、委員会は、「証券取引等監視委員会の

活動状況」において、勧告等の実施状況を公表し

ているが、このような取組を通じて、引き続き監

視機関としての活動状況を市場に周知し、ルール

違反に対する抑止力を高めるよう努める。 

計画・金

融ウ⑭ 

逐次実施 

金融庁及び委員会は、課徴金制度の運用につい

て、一層の強化に努める。そのため、委員会は、

ウ⑭の取組を通じて課徴金納付命令の前提とな

る勧告制度の運用を強化する。 

逐次実施 ⑮課徴金制度

の適用強化

を通じた市

場ルールの

エンフォー

スメント強

化 

（金融庁） 

金融庁は、課徴金に係る制度の実施状況、社会

経済情勢の変化等を勘案し、課徴金の額の算定方

法、その水準及び違反行為の監視のための方策を

含め、課徴金に係る制度の在り方等について検討

を行う。 

計画・金

融ウ⑮ 

検討 検討  

⑯市場の実情

に応じたル

ールの迅速

な見直しに

向けた建議

等の実施 

（金融庁） 

委員会は、常に制度的な問題が生じていないか

との観点からその調査・検査を実施し、ルールが

市場の実情に応じたものとなっていないと判断

される場合には、直ちに建議等を行い、金融庁は

それらを踏まえて迅速に施策を実施するべきで

ある。その際、可能な限り当該施策の実施に至る

までの透明性の向上を図る。 

計画・金

融ウ⑯ 

逐次実施 

⑰赤字・赤枠規

制の廃止 

（金融庁） 

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する

法律（昭和61年法律第74号）第14条、第15条に規

定する書面の交付に関し、いわゆる赤字・赤枠規

制を廃止することについて、金融商品の販売等に

関する法律（平成12年法律第101号）等、他の法

令との整合性に留意しつつ、投資家保護の観点を

計画・金

融ウ⑰ 

措置済

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

踏まえ、証券取引法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第65号）に基づき、政令・内閣府令等

を整備する中で結論を得るとともに、以後速やか

に所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

⑱有価証券購

入代金のク

レジットカ

ード決済 

（金融庁） 

現在、証券会社又は証券仲介業者が金銭を貸し

付けることを条件として有価証券の売買の受託

等をすることは証券取引法により禁止されてお

り、有価証券購入代金の決済をクレジットカード

で行うことに関しては、これに該当するおそれが

強いため、現在行われていない。 

他方、クレジットカード決済は、現金に代わる

決済手段として一般的に普及している決済手段

の一つであり、クレジットカードによる決済を認

めることによって消費者にとって決済手段の選

択肢が広がり、利便性の向上に資する面もある。

したがって、これらを踏まえ、証券取引法等の一

部を改正する法律（平成18年法律第65号）等に基

づき、政令・内閣府令を整備するなかで、「投資

者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる

もの」（金融商品取引法第44条の２第１項第１

号・第２項第１号、第66条の14第１号ホ）として

どのようなものが考えられるかにつき結論を得

るとともに、以後速やかに所要の措置を講ずる。

【金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号）】 

計画・金

融ウ⑱ 

措置済

（９月

施行） 

  

⑲証券取引分

野における

市場監視機

能の強化 

（金融庁） 

行政上の制裁措置等や、不公正取引、ディス

クロージャー等に係る資本市場の監視取締に必

要な規則の制定については、市場により近い証券

取引等監視委員会が一層重要な役割を果たすこ

とが肝要であり、そうした方向性に沿って、更

なる独立性向上の必要性も含め、市場の監視取

締体制の在り方について検討を行い、結論を得

る。 

計画・金

融ウ⑲ 

必要に応じて逐次実施 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

20有価証券の

定義の見直

し 

（金融庁） 

投資家保護の観点から、集団投資スキーム（い

わゆるファンド）を包括的に対象とする等、現行

の証券取引法の適用対象となる範囲を横断化す

ることとし、所要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律(平成18年

法律第65号)（金融商品取引法）】 

計画・金

融ウ20 

措置済

（９月

施行） 

  

21商品投資顧

問業者の資

本金要件の

軽減 

（経済産業省、

農林水産省） 

商品投資顧問業者の最低資本金を見直すこと

について、類似の制度である証券投資顧問業法と

の比較や投資家保護の観点を踏まえ、検討する。

【商品投資に係る事業の規制に関する法律施行

令（平成4年政令第45号）】 

計画・金

融ウ21 

措置済

（９月

施行） 

  

22投資顧問業

法第35条に

基づく営業

報告書の記

載事項の簡

素化 

（金融庁） 

内閣総理大臣の承認を受けて、投資顧問業法第

16条第１項に規定する書面交付が不要とされた

投資顧問業者については、投資顧問業法第35条に

基づく営業報告書の記載事項の簡素化につき、利

益相反防止のための監督上の必要性を勘案しつ

つ、検討し結論を得るとともに、以後速やかに所

要の措置を講ずる。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

【金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号）】 

計画・金

融ウ22 

措置済

（９月

施行） 

  

23投資顧問業

者の役員ま

たは投資顧

問業法施行

令第３条に

規定する使

用人の住所

に関する公

衆縦覧の廃

止及び住所

変更に伴う

変更の届出

の廃止 

（金融庁） 

金融商品取引法において、金融商品取引業者の

役員及び重要な使用人の住所に関する公衆縦覧

及び住所変更に伴う変更の届出を廃止する。 

【証券取引法等の一部を改正する法律（平成18年

法律第65号）（金融商品取引法）】 

【金融商品取引業等に関する内閣府令（平成19年

内閣府令第52号）】 

計画・金

融ウ23 

措置済

（９月

施行） 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等との

関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

24プロ向け市

場の創設 

（金融庁） 

従来の法整備をベースとしつつ、プロ向け市場

の更なる環境整備に向けた検討を行い、必要な措

置を講じる。 

重点・金

融（３）

① 

検討・結

論 

措置  

25ＥＤＩＮＥ

Ｔの提出時

間の延長 

（金融庁） 

 

ＥＤＩＮＥＴによる開示書類の受付時間につ

いて、午後５時15分までとなっている提出時限を

延長する。 

重点・金

融（３）

③ 

 検討  

26大量保有報

告書の事務

手続きの見

直し 

（金融庁） 

実務の実態なども注視しつつ、必要な見直しを

検討する。 

重点・金

融（３）

④ 

 検討  

27投資信託目

論見書の見

直し 

（金融庁） 

投資家の理解を損なわない範囲で記載項目の

見直しや簡略化をどのように行うかなど、投資信

託目論見書全体について、投資者や発行者・販売

会社をはじめ市場の動向等を踏まえつつ、幅広い

観点から検討を行う。 

重点・金

融（３）

⑤ 

 検討  

28インサイダ

ー取引規制

における上

場会社等の

子会社の業

務執行を決

定する機関

が子会社に

ついて解散

を決定した

ことに関す

る軽微基準

の新設 

（金融庁） 

上場会社等の子会社の解散に係る軽微基準の

取扱いについて必要な検討を行う。 

重点・金

融（３）

⑥ 

検討 結論  
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エ 保険 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①特別勘定に関

する現物資産

による保険料

受入れ及び移

受管の実施 

（金融庁） 

特別勘定において保険料の受入れ及び移受管

を現物資産で行うことについて検討する。 

計画・金

融エ① 

検討 検討  

②保険契約移

転時におけ

る移転単位

の見直し 

（金融庁） 

 

責任準備金の算出基礎が同一である保険契約

の全部を包括して移転しなければならないとさ

れている保険契約移転について、保険契約者間

（移転する契約者と移転しない契約者）の公平と

保険契約者の保護、保険会社の業務の健全な運営

の確保に留意しつつ、その一部での移転を可能と

することについて、金融審議会における指摘を踏

まえ、十分議論を深めつつ、引き続き丁寧に検討

する。 

計画・金

融エ② 

 

結論 引き続

き検討 

 

③保険契約の

包括移転に

かかわる手

続の簡素化 

（金融庁） 

保険会社間の保険契約の包括移転において、移

転先保険会社に与える影響が一定程度にとどま

るような場合については、相互会社の取扱いや、

株主や保険契約者の保護について検討した上で、

移転先保険会社の株主総会等の決議を不要とす

るような措置を講ずることについて検討する。 

計画・金

融エ③ 

検討 検討  

④銀行等によ

る保険商品

の販売規制

の更なる緩

和 

（金融庁） 

銀行等が原則としてすべての保険商品を取り

扱えること、その銀行の子会社又は兄弟会社であ

る保険会社の商品に限定しないことについて引

き続き検討を行い、速やかに結論を得、所要の措

置を講ずる。 

【保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令

（平成17年内閣府令第84号）】 

計画・金

融エ④ 

措置済

（ 12 月

施行） 

  

⑤生命保険の

構成員契約

規制 

（金融庁） 

行政改革委員会の意見を最大限尊重し、金融審

議会において構成員契約規制の在り方について、

結論を得るべく、引き続き検討を進める。 

 

計画・金

融エ⑤ 

検討 検討  

⑥保険会社の

保険業に係

る業務の代

理又は事務

の代行を営

｢保険業に係る業務の代理又は事務の代行｣を

行う保険会社の子会社の業務範囲に、保険会社の

子会社に認められている従属業務及び金融関連

業務のうち現在兼営が認められていない一部業

務を追加し、また証券仲介業についても兼営可能

計画・金

融エ⑥ 

結論 措置  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

む保険会社

の子会社等

による兼営

可能業務の

拡大 

（金融庁） 

業務とすることについて検討し結論を得る。 

⑦従属業務子

会社の収入

依存度規制

における収

入依存先の

拡大 

（金融庁） 

従属業務子会社の収入依存度規制における収

入依存先について、保険会社の他業禁止の趣旨や

グループとしてのリスク管理の観点を踏まえ、親

会社との実質的一体性に留意しながら、子法人等

及び関連法人等にまで拡大することとともに、保

険代理店についてもこれに加えることについて

検討する。 

計画・金

融エ⑦ 

検討 検討  

⑧金融業を行

う者の資金

の貸付の代

理又は資金

の貸付に係

る事務の代

行の認可の

撤廃を含め

た見直し 

（金融庁） 

保険会社が行う資金の貸付の代理又は資金の

貸付に係る事務の代行については、認可制の撤廃

を含めた見直しについて検討し結論を得る。 

計画・金

融エ⑧ 

結論  

⑨保険会社本

体による信

託業務の代

理又は事務

代行の解禁 

（金融庁） 

保険会社が新たに信託代理業務を行うにあた

り十分な態勢を構築することが出来るかどうか

を確認したうえ措置する。 

 

計画・金

融エ⑨ 

措置済   

⑩保険会社本

体による投

資顧問契約

等の締結の

勧誘 

（金融庁） 

保険会社の投資顧問契約等の締結の代理・媒介

については、保険会社が当該業務を新たに行うに

あたり十分な態勢を構築することが出来るかど

うかを確認したうえ、19年度中に認めるべく必要

な措置を講ずる。 

 

計画・金

融エ⑩ 

措置済 
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑪保険会社に

よる銀行代

理店事務支

援業務の解

禁 

（金融庁） 

保険会社が、銀行代理店を兼営する保険代理店

を対象として、銀行代理店の事務支援業務を行う

ことについて結論を得る。 

重点・金

融（４）

② 〔 計

画・金融

エ⑪〕 

検討 結論  

⑫保険会社本

体・子会社に

よる金融商

品仲介業者

支援業務の

解禁 

（金融庁） 

保険会社又は保険会社の子会社である証券仲

介専門会社が、金融商品仲介業者の事務支援業務

を行うことについて結論を得る。 

重点・金

融（４）

② 〔 計

画・金融

エ⑫〕 

 

検討 結論  

⑬保険会社の

特定子会社

（ベンチャ

ーキャピタ

ル子会社）の

保 有 比 率

10％超投資

対象企業の

範囲等の拡

大 

（金融庁） 

保険会社の特定子会社が10％を超えて投資で

きる企業の範囲について、例えば設立間もない企

業などにまで拡大すべく必要な措置を講ずる。 

計画・金

融エ⑬ 

平成20年度までに

措置 

 

⑭保険代理店

の登録制度

における特

例措置 

（金融庁） 

 

一定期間後において、当該運用実施を踏まえ、個

人代理店の店主死亡時の場合について、なお制度

整備の必要があるかどうかについて、保険契約者

の保護の観点に十分留意しつつ検討する。 

計画・金

融エ⑭ 

検討 検討  

⑮保険会社の

業務の代理、

事務の代行

の届出制へ

の移行 

（金融庁） 

 

保険会社の経営資源の有効活用および顧客利

便性の向上に向けて、現在認可によって行うこと

のできる業務のうち、認可制から届出制とするこ

とができるものがないか検討する。 

計画・金

融エ⑮ 

検討 検討  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑯保険会社の

資産別運用

比率規制の

見直し 

（金融庁） 

保険会社の健全性を確保しつつ、経営の自由度

向上や、より機動的な資産運用を可能とする観点

から、金融審議会の議論も踏まえ、保険会社に対

する資産別運用比率規制の撤廃を含めた見直し

について結論を得る。 

重点・金

融（４）

④ 〔 計

画・金融

エ⑯〕 

平成20年度までに

結論 

 

a  自賠責保険において、証明書の記載内容に変

更が生じた場合においても当該車両の継続的な

運行を可能とするための手続き規制の緩和につ

いて結論を得、所要の措置を講じる。 

 

結論  平成 21

年度以

降措置 

⑰自賠責保険

の手続き等

に関する各

種規制の緩

和 

（国土交通省） b 重複契約時の解約規制の緩和といった契約手

続きに関する規制についての緩和を検討し、結

論を得る。 

計画・金

融エ⑰ 

 

結論   

⑱保険契約の

締結又は保

険募集に関

する禁止行

為について

の明確化 

（金融庁） 

 

保険業法および同施行規則に規定されている

保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為

の構成要件を明確にすることにより、保険会社や

保険募集人等の活動への萎縮効果の防止および

消費者の利便性の向上並びに保険契約者保護を

図る観点から、特別利益の提供の禁止や保険契約

内容等についての比較広告規制等については、今

後ノーアクションレター制度の活用等により積

み重ねられた事例について適宜事務ガイドライ

ンに例示として追記する。 

【保険会社向けの総合的な監督指針】 

計画・金

融エ⑱ 

措置済   

⑲保険会社本

体による信

託業務の実

施 

（金融庁） 

保険会社の事業の在り方の趣旨等を踏まえ、保

険会社の子会社による信託業務及び信託業に係

る業務の代理又は事務の代行の実施状況を確認

した上で、保険会社本体で、保険金信託以外の信

託の引受業務を行うことに関し、保険会社本体の

業務範囲を見直すことについて検討を行う。 

重点・金

融（４）

① 

 検討  

⑳外貨建保険

等の募集時

書面の電磁

的方法によ

る提供の許

容 

（金融庁） 

契約者の同意が得られた場合に限り、運用実績

連動型保険、外貨建保険契約及び無解約返戻金保

険契約の説明書面等の電磁的方法による提供を

可能とすることについて検討する。 

重点・金

融（４）

③ 

検討 検討  
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オ 企業年金・その他 

実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

①企業年金の

手続きの合

理化・簡素化 

（厚生労働省） 

確定給付企業年金や確定拠出年金の規約の承

認・認可における手続きについては、その簡素化

等について、早急に検討し、結論を得て、措置す

る。 

重点・金

融（５）

①、別表

２－１２

〔計画・

金 融 オ

①〕 

検討 結論・措

置 

 

②サービサー

法の見直し 

（法務省） 

債権回収会社（サービサー）は、平成11年2月

の制度の発足以来、不良債権の処理等において大

きな役割を果たしている。 

現在、不良債権処理における債権回収会社の役

割を一層充実させるとともに、債権回収業務の更

なる適正化を図る観点から、必要な法令改正を含

めた制度改正が検討されている。 

上記検討について早期に結論を出すとともに、

結論を踏まえ、速やかに所要の措置を講ずる。 

 

 

計画・金

融オ② 

結論、以降速やか

に措置 

 

③恩給の支払 

（総務省） 

恩給の支払事務は、現在、郵便局で行われてい

るが、恩給受給者の利便の向上のため、支払事務

と併せ行われている窓口相談・債権管理事務が円

滑に行われるための条件整備を始めとして、支払

事務を民間金融機関においても行うことができ

るよう、結論を得て、金融機関等関係者のシステ

ム整備を前提として、所要の措置を講じる。 

【恩給給与細則の一部を改正する総務省令（平成

19年総務省令第122号）】 

 

計画・金

融オ③ 

措置済

（ 10 月

施行） 

  

④機械類信用

保険（リース

信用保険）付

債権の譲渡

要件の緩和 

（経済産業省） 

 

平成18年10月以降のリース信用保険付債権の

譲渡の状況、保険収支状況等の状況を見極めつ

つ、円滑な不良債権処理を最大限図る観点から見

直しの検討を行い、債権譲渡要件の緩和を行う。

重点・金

融（５）

② 

検討 結論  
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実施予定時期 
事項名 措置内容 

当初計画等と

の関係 平成19年度 平成20年度 平成21年度

⑤対内直接投

資等に係る

事前届出業

種 

（財務省、事業

所管官庁） 

対内直接投資等に係る事前届出業種につき、諸

外国との交渉状況や諸外国の外資参入規制等との

関係を踏まえ、社会経済情勢に配慮しつつ、ＯＥ

ＣＤ資本移動自由化コードの我が国外資規制各業

種を検討し、安全保障理由等以外の外資参入規制

を最小限に抑えることを目指して、一層の自由化

を促進する。 

また、安全保障等関連業種については、ＯＥＣ

Ｄ資本移動自由化コードにおいても規制が認め

られているものであるが、その対応につき検討を

進め、一層の自由化を促進する。 

計画・金

融オ④ 

逐次実施 

⑥税制に関す

る文書回答

制度の見直

し 

（財務省） 

将来的には、仮定の取引に係るものについて

も、対象とすべきとの意見があるが、租税回避の

悪用の可能性等に留意しつつ、対象とするか否か

を含め、慎重に検討していく。 

 

【国税庁長官通達「事前照会に対する文書回答の

事務処理手続等について」の一部改正について

（事務運営指針）】 

 

計画・金

融オ⑤ 

措置済 

（平成

20年4月

1日施行

予定） 

  

⑦税の質疑応

答事例の公

表等 

（財務省） 

海外企業や外国人からのアクセスにも対応す

るため、ホームページにおける法令解釈に関する

情報について、英語版の充実も検討する。 

計画・金

融オ⑥ 

逐次実施 

 

 


